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保険料の内訳（詳細）

健康保険
組合による

徴収

介護保険料

健康保険料

一般保険料

調整保険料

基本保険料

特定保険料

介護納付金を国に納めるために、健保組合が(40歳～64歳の)被保険者から徴収する
保険料。健保は、徴収と納付の処理のみを行なう。

健康保険組合連合会が運営する「高額な医療費が発生した健保組合
に交付する事業」に、各健保組合が拠出する為の保険料。

医療給付、保健事業に充てるための保険料

後期高齢者支援金、前期高齢者納付金など
に充てるための保険料


